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特　

集

健　

康

子
育
て

生
涯
学
習

ご
案
内

写
真
館

投
票
時
間　

7
時
〜
20
時

有 

権
者　

平
成
5
年
7
月
22
日
以
前
に
生

ま
れ
、
今
年
4
月
3
日
ま
で
に
町
に
住

民
登
録
（
転
入
届
）
を
し
た
人

投
票
所
入
場
券
（
ハ
ガ
キ
）

　

3
日
以
降
に
各
世
帯
へ
郵
送
し
ま
す
。

連
記
の
も
の
は
切
り
離
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

投
票
日
ま
で
に
お
手
元
に
届
い
て
い
な

い
場
合
で
も
投
票
で
き
ま
す
。

選
挙
公
報

　

候
補
者
等
の
氏
名
・
政
見
な
ど
を
お
知

ら
せ
す
る
選
挙
公
報
は
、新
聞
折
込
み（
朝

日
・
読
売
・
毎
日
・
神
奈
川
・
東
京
・
産

経
・
日
本
経
済
）
を
し
ま
す
。

※ 

未
購
読
者
は
ご
連
絡
い
た
だ
く
か
、
公

共
施
設
や
金
融
機
関
・
商
店
等
の
選
挙

公
報
ボ
ッ
ク
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

期
日
前
投
票

　

投
票
日
当
日
に
、
仕
事
や
旅
行
な
ど
の

理
由
で
投
票
で
き
な
い
人
は
期
日
前
投
票

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時　

7
月
5
日（
金
）〜
20
日（
土
）

　

8
時
30
分
〜
20
時

場
所　

町
消
防
署
1
階
会
議
室

※ 

投
票
所
入
場
券
が
お
手
元
に
届
い
て
い

る
場
合
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

不
在
者
投
票

　

当
日
や
期
日
前
投
票
期
間
中
、
仕
事
や

旅
行
等
で
町
に
い
な
い
場
合
、
事
前
に
不

在
者
投
票
申
請
を
す
る
と
、
滞
在
先
の
選

挙
管
理
委
員
会
で
投
票
が
で
き
ま
す
。

・
病
院
・
施
設
等
で
の
不
在
者
投
票

　

不
在
者
投
票
施
設
に
指
定
さ
れ
て
い
る

施
設
で
は
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。
病

院
・
施
設
等
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

・
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票

　

身
体
障
害
者
手
帳
等
を
持
ち
、「
郵
便

等
投
票
証
明
書
」
の
交
付
を
受
け
た
人
は

自
宅
で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
交

付
等
の
詳
細
は
、
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

在
外
投
票

　

海
外
在
住
で
葉
山
町
の
在
外
選
挙
人
名

簿
に
登
録
さ
れ
、
一
時
的
に
帰
国
し
て
い

る
人
は
、
第
5
投
票
所
（
葉
山
町
役
場
）

か
期
日
前
投
票
所
（
消
防
署
）
で
投
票
で

き
ま
す
。
※
要
在
外
選
挙
人
証

7
月
21
日（
日
）は

参
議
院
通
常
選
挙
の

　
　
　
　
　
　

投
票
日
で
す
。

問
合
せ　

選
挙
管
理
委
員
会　

☎
内
線
4
4
0

投票所一覧 ※第 6投票所は今回から「堀内町民いこいの家」です。
　光徳寺仮設建物ではありません。

第１投票区
投 票 所 木古庭会館

第２投票区
投 票 所 上山口会館

第３投票区
投 票 所 下山口会館

第４投票区
投 票 所

旧役場跡地
仮 設 建 物

第５投票区
投 票 所 葉山町役場

横
横
道
路

平成橋

投票所●

消防詰所

木古庭会館・児童館

精
米
店

自動車販売店

池
上

理
容

上
山
口

下
山
川

不動橋

杉山神社

コ
ン
ビ
ニ

葉
山
町

農
産
物
加
工
所

木古庭 横須賀葉山線
滝
の
坂

和菓子店

造園

●投票所
上山口会館・児童館

御用邸

消防詰所
下山口会館・児童館

長者ヶ崎

神明社
卍万福寺

白石橋

葉山公園入口

投票所●
上
山
口塗

装
店

投票所●
玉蔵院 卍

バス停

葉山
エコーハイツ JA

コンビニ警察署

逗子

衣笠

葉山大道

御
用
邸

御用邸前

三崎

葉山小学校

消防署

御用邸

花
の
木
公
園

葉
山
町
役
場

葉山町役場入口

逗子

●
投
票
所

葉山クリーン
センター

文

第６投票区
投 票 所

堀 内 町 民
いこいの家

第７投票区
投 票 所 堀 内 会 館

第８投票区
投 票 所 長柄下会館

第９投票区
投 票 所 長 柄 会 館

第１０投票区
投 票 所 葉桜児童館

県道森戸海岸線
御用邸

鮮魚店

商店鮮魚店

光徳寺

いこいの家

マンション

元財務省印刷局
葉山保養所森戸荘

御用邸

逗子

逗子

投票所

向　原

卍

●

卍

●

明照幼稚園葉山
グリーン
プラザ

あづま
町内会館

御
用
邸

相福寺

堀内児童遊園
堀内会館

逗
子

菓子店

元町バス停

投票所

逗
葉
新
道森戸川

逗子方面

川下橋

下小路橋

風早橋

御用邸

長
柄
橋

酒店

京
急
葉
山
交
通

風
早
車
庫

長
柄
下
会
館

コンビニ
ＧＳ

長柄トンネル
方面

長柄交差点

投
票
所
●

●

長
柄
橋

御
霊
神
社

逗
葉
新
道

川久保橋

葉桜団地

福厳寺
マンション

長柄会館

川久保

投票所

卍

御
霊
橋

御
霊
橋

桜山低区配水池

イトーピア
才戸坂上

商店

葉桜荘
ス
ー
パ
ー

葉桜自治会館・児童館

逗葉新道

逗子

●投票所
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広
報
は
や
ま
7
月
号

広
報
は
や
ま
7
月
号

　

介
護
施
設
（
※
）
の
利
用
が
困
難
と
な

ら
な
い
よ
う
、
収
入
が
一
定
額
以
下
の
人

に
は
申
請
に
応
じ
て
食
費
等
の
負
担
限
度

額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、「
負
担
限

度
額
認
定
証
」の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

対
象
の
介
護
施
設
は
、
介
護
老
人
福
祉

施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
療

養
型
医
療
施
設
、短
期
入
所
生
活
介
護
、

短
期
入
所
療
養
介
護
で
す
。

申 

請
方
法　

施
設
へ
の
支
払
い
の
際
に
は

認
定
証
が
必
要
で
す
。
下
記
に
該
当
す

る
人
は
福
祉
課
（
3
番
窓
口
）
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

・ 

申
請
月
の
初
日
が
発
行
日
と
な
る
た

め
、
お
早

め
に
申
請

し
て
く
だ

さ
い
。

・ 

前
年
度
に

交
付
を
受

け
て
い
る

人
に
は
更

新
の
お
知

ら
せ
を
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

　

福
祉
課　

 

☎
内
線
2
3
2
〜
2
3
4

　

一
般
家
庭
か
ら
出
る
「
家
庭
系
ご
み
」

は
粗
大
ご
み
を
除
き
無
料
で
収
集
し
て
い

ま
す
。
一
方
で
事
業
活
動
に
伴
っ
て
出
る

「
事
業
系
ご
み
」
は
法
律
に
基
づ
き
、
ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に
ご
み
を
持
ち
込
む
際

に
手
数
料
を
徴
収
し
て
い
ま
す
が
、
手
数

料
は
県
内
で
最
も
安
く
処
理
費
用
の
多
く

を
税
金
で
ま
か
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
町
で
は
「
事
業
系
ご
み
」
の
資

源
化
・
減
量
化
を
促
進
し
、
受
益
と
負
担

の
適
正
化
を
図
る
た
め
10
月
1
日
か
ら
搬

入
手
数
料
を
次
の
と
お
り
改
定
し
ま
す
。

　
【
事
業
系
一
般
廃
棄
物
】

　
（
現
行
）
10
㎏
に
つ
き
1
0
0
円

　
（
改
定
後
）
10
㎏
に
つ
き
2
5
0
円

　

事
業
者
の
皆
さ
ん
に
は
、
ご
み
の
資
源

化
・
減
量
化
に
一
層
取
り
組
ん
で
い
た
だ

く
と
と
も
に
、
処
理
費
用
の
負
担
へ
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
無
料
で
収
集
し
て
い
る
「
家
庭
系

ご
み
」
や
少
量
排
出
事
業
者
と
し
て
町
に

届
け
出
て
い
る
事
業
者
等
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
無
料
で
収
集
し
ま
す
。ま
た
、粗

大
ご
み
の
料
金
の
見
直
し
も
行
い
ま
せ
ん
。

●
事
業
系
ご
み
を
正
し
く
出
そ
う
！

　

法
律
や
条
例
に
定
め
ら
れ
て
い
る
方
法

で
き
ち
ん
と
排
出
し
て
い
る
か
確
認
し
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
手
数
料
な
ど
は
重
量
で

決
ま
り
ま
す
の
で
、
生
ご
み
は
水
切
り
を

行
い
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
な
ど
の
資
源
は
再
生

事
業
者
に
処
理
を
依
頼
す
る
こ
と
で
「
ご

み
」
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。　

　

な
お
、
産
業
廃
棄
物
は
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
に
搬
入
で
き
ま
せ
ん
。

①
許
可
業
者
に
運
搬
を
依
頼
す
る
場
合

　

町
の
許
可
業
者
と
契
約
し
て
排
出
す
る

方
法
で
料
金
が
か
か
り
ま
す
。
曜
日
や
量

で
金
額
が
変
わ
り
ま
す
の
で
業
者
（
町
Ｈ

Ｐ
に
掲
載
）
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

②
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
へ
直
接
搬
入
す
る

　

直
接
搬
入
は
上
の
手
数
料
が
か
か
り
ま

す
。
ま
た
、
10
㎏
未
満
の
場
合
は
10
㎏
と

し
て
計
算
し
ま
す
。

③
少
量
排
出
事
業
者
の
届
出
を
す
る

　

事
業
系
ご
み
は
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に

出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
日
量
3
㎏

以
下
で
届
出
を
し
て
認
定
を
受
け
た
事
業

所
は
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
他
、

公
共
公
益
施
設
や
店
舗
・
事
務
所
を
有
し

な
い
事
業
所
は
届
出
が
不
要
で
す
。

問
合
せ　

環
境
課　

☎
内
線
4
5
1

事業者の
皆さんへ

10
月
1
日
か
ら

事
業
系
ご
み
の
搬
入
手
数
料
が
変
わ
り
ま
す
！

介
護
施
設
利
用
時
の
食
費
・
居
住
費（
滞
在
費
）に
は

 

負
担
限
度
額
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

負担限度額（ 1日あたり）  合計所得金額とは、前年の収入金額から必要経費に相
当する金額を控除した金額

利用者負担段階
住居費等の負担限度額

食費ユニット型
個室

ユニット型
準個室

従来型個室
（特養等）

従来型個室
（老健・療養等） 多床室

第 1段階
・ 町民税非課税世帯で老齢福祉
年金を受給されている方

・ 生活保護を受給されている方
820円 490円 320円 490円 0 円 300円

第 2段階
・ 町民税非課税世帯であって、
合計所得金額＋課税年金収入
額が80万円以下の方

820円 490円 420円 490円 320円 390円

第 3段階 ・ 町民税非課税世帯の方で利用
者負担段階第 2段階以外の方 1,310円 1,310円 820円 1,310円 320円 650円

〔 〕


